
給与所得控除額について 

給与所得は個別に必要経費を計算するのではなく、一定の計算式に基づき控除する額

が決まります。 

これを給与所得控除額といいます。給与収入額から給与所得控除額を差し引いて、給

与所得を算出します。 

 

給与所得控除額の算出の仕方 

 

令和８年度以降（令和 7 年分以降） 

支払金額 所得金額 

０円 ～ ６５０,９９９円 ０円 

６５１,０００円 ～ １,８９９,９９９円 収入金額－６５０，０００円 

１,９００,０００円 ～ ３,５９９,９９９円 （収入金額÷４）※×２．８－ ８０，０００円 

３,６００,０００円 ～ ６,５９９,９９９円 （収入金額÷４）※×３．２－４４０，０００円 

６,６００,０００円 ～ ８,４９９,９９９円 収入金額×０．９－１，１００，０００円 

８,５００,０００円 以上   収入金額－１，９５０，０００円 

   
※千円未満の端数切捨て 

 


